
目

次

告

示

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
一
般
相
談
支
援
事
業
の

廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
技
能
検
定
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
二

○
み
つ
ば
ち
の
腐
蛆
病
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
三

○
保
安
林
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
三

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
人

事

課
）
…
四

○
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
四

公
安
委
員
会

○
委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（
運
転
免
許
課
）
…
五

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
新
規
取
得
講
習
）
の
実
施
qqqqqqqqq（
生
活
安
全

企

画

課
）
…
五

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
追
加
取
得
講
習
）
の
実
施
qqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

生
活
介
護
は
た
ら
び
ー

た

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
鍋
懸
一
四

七
の
二

令
和二･
八･三一

株
式
会
社
つ

づ
り

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

就
労
移
行

支
援

ウ
ィ
ル

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

〃

株
式
会
社
つ

づ
り

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
モ
ア
レ

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

〃

株
式
会
社
つ

づ
り

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
北
風
と
太
陽

の
川
原

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

〃

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

か
ら
一
般
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
つ

づ
り

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

地
域
移
行

支
援

相
談
支
援
事

業
所
ウ
ィ
ル
つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

令
和二･
八･三一

株
式
会
社
つ

づ
り

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

地
域
定
着

支
援

相
談
支
援
事

業
所
ウ
ィ
ル
つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
三
七
の

二
三

〃

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

令
和
二
年
度
後
期
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行

規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
職
種

１

特
級

機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、

半
導
体
製
品
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、
紳
士
服
製

造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

２

一
級
及
び
二
級

さ
く
井
（
ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事
作
業
）
、
建
築
板
金
（
内
外
装
板
金
作
業
）
、
機
械

検
査
（
機
械
検
査
作
業
）
、
電
気
機
器
組
立
て
（
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業
（
学
科
試
験
の
み
実

施
）
）
、
半
導
体
製
品
製
造
（
集
積
回
路
組
立
て
作
業
）
、
自
動
販
売
機
調
整
（
自
動
販
売
機

調
整
作
業
）
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
（
空
気
圧
装
置
組
立
て
作
業
）
、
農
業
機
械
整
備
（
農
業

機
械
整
備
作
業
）
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
（
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
作
業
）
、
婦
人
子

供
服
製
造
（
婦
人
子
供
既
製
服
縫
製
作
業
）
、
紳
士
服
製
造
（
紳
士
既
製
服
製
造
作
業
）
、
和

裁
（
和
服
製
作
作
業
）
、
プ
リ
プ
レ
ス
（
Ｄ
Ｔ
Ｐ
作
業
）
、
菓
子
製
造
（
洋
菓
子
製
造
作
業
、

和
菓
子
製
造
作
業
）
、
み
そ
製
造
（
み
そ
製
造
作
業
（
学
科
試
験
の
み
実
施
）
）
、
建
築
大
工

（
大
工
工
事
作
業
）
、
左
官
（
左
官
作
業
（
学
科
試
験
の
み
実
施
）
）
、
配
管
（
建
築
配
管
作

業
）
、
型
枠
施
工
（
型
枠
工
事
作
業
）
、
鉄
筋
施
工
（
鉄
筋
施
工
図
作
成
作
業
、
鉄
筋
組
立
て

作
業
）
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事
作
業
）
、
防
水
施
工
（
塩
化

ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作
業
）
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
（
樹
脂
接
着
剤
注
入
工
事
作

業
）
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
（
金
属
製
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事
作
業
）
ガ
ラ
ス
施
工

（
ガ
ラ
ス
工
事
作
業
）
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図
（
機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業
）
、
電
気
製
図

（
配
電
盤
・
制
御
盤
製
図
作
業
）
、
塗
装
（
鋼
橋
塗
装
作
業
）
、
広
告
美
術
仕
上
げ
（
広
告
面

ペ
イ
ン
ト
仕
上
げ
作
業
、
広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業
）

３

三
級

造
園
（
造
園
工
事
作
業
）
、
金
属
熱
処
理
（
一
般
熱
処
理
作
業
）
、
機
械
加
工
（
普
通
旋
盤

作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
平
面
研
削
盤
作
業
、
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ

作
業
）
、
仕
上
げ
（
機
械
組
立
仕
上
げ
作
業
）
、
機
械
検
査
（
機
械
検
査
作
業
）
、
電
子
機
器

組
立
て
（
電
子
機
器
組
立
て
作
業
）
、
電
気
機
器
組
立
て
（
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業
、

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業
（
学
科
試
験
の
み
実
施
）
）
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
（
冷
凍
空
気

調
和
機
器
施
工
作
業
）
、
和
裁
（
和
服
製
作
作
業
）
、
建
築
大
工
（
大
工
工
事
作
業
）
、
配
管

（
建
築
配
管
作
業
）
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図
（
機
械
製
図
手
書
き
作
業
、
機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ

作
業
）
、
電
気
製
図
（
配
電
盤
・
制
御
盤
製
図
作
業
）
、
広
告
美
術
仕
上
げ
（
広
告
面
粘
着

シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業
）

二

実
施
期
日

１

実
技
試
験

令
和
二
年
十
二
月
四
日
（
金
）
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
一
日
（
日
）
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

２

学
科
試
験

㈠

令
和
三
年
一
月
二
十
四
日
（
日
）
に
実
施
す
る
職
種

⑴

一
級
及
び
二
級

機
械
検
査
、
電
気
機
器
組
立
て
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
配
管
、
型
枠
施

工
、
ガ
ラ
ス
施
工

⑵

三
級

電
気
機
器
組
立
て
、
配
管

㈡

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
（
日
）
に
実
施
す
る
職
種

⑴

特
級

機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、
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紳
士
服
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

⑵

一
級
及
び
二
級

さ
く
井
、
自
動
販
売
機
調
整
、
農
業
機
械
整
備
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、

み
そ
製
造
、
防
水
施
工
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

⑶

三
級

造
園
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

㈢

令
和
三
年
二
月
七
日
（
日
）
に
実
施
す
る
職
種

⑴

一
級
及
び
二
級

半
導
体
製
品
製
造
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
プ
リ
プ
レ
ス
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、

鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
電
気
製
図
、
塗
装
、

広
告
美
術
仕
上
げ

⑵

三
級

機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
電
気
製
図
、
広
告
美
術
仕
上
げ

㈣

令
和
三
年
二
月
十
一
日
（
木
）
に
実
施
す
る
職
種

⑴

三
級

機
械
加
工
、
仕
上
げ
、
電
子
機
器
組
立
て

㈤

令
和
三
年
二
月
十
四
日
（
日
）
に
実
施
す
る
職
種

⑴

一
級
及
び
二
級

建
築
板
金
、
左
官

⑵

三
級

金
属
熱
処
理

三

実
施
場
所

１

実
技
試
験
の
実
施
場
所
は
、
別
途
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

２

学
科
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
の
う
ち
別
途
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る

場
所
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
受
検
人
員
に
よ
り
実
施
場
所
が
増
減
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

青
森
市

弘
前
市

八
戸
市

四

受
検
申
請
書
の
提
出
期
限

令
和
二
年
十
月
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
）
ま
で

五

そ
の
他
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項

１

受
検
申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
配
布
す
る
。

２

受
検
申
請
書
の
提
出
先

青
森
市
大
字
野
尻
字
今
田
四
三
の
一

青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会

３

技
能
検
定
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
、
青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
四
一
五
）
又
は
青
森
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
一
七
―
七
三

八
―
五
五
六
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

み
つ
ば
ち
の
腐
蛆そ

病
が
次
の
と
お
り
発
生
し
た
の
で
、
青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則

（
昭
和
五
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号
）
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
生
年
月
日

発

生

場

所

発
生
群
数

所

有

者

令
和
二・
八・
二一
八
戸
市

三

岡
堀

信
雄

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
川
代
二
二
〇
の
一
三

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。
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２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

統
合
庶
務
シ
ス
テ
ム
機
器
等
更
新
に
係
る
シ
ス
テ
ム
移
行
等
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
人
事
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
電
機
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
の
二

六

契
約
金
額

三
千
七
百
五
十
一
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
施
行

令
和
二
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
砂
利
採
取
業
者
の
登

録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

２

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

四
階

会
議
室
「
十
和
田
」

二

試
験
科
目
等

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
に
よ
り
行
う
。

１

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を

含
む
。
）

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
九
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
月
九
日
（
金
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
同
日

付
け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
有
効
と
す
る
。
）

四

受
験
願
書
の
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

五

提
出
書
類
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１

受
験
願
書

一
通

２

写
真

一
枚
（
写
真
の
大
き
さ
は
手
札
形
で
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
上
半
身
像
。
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

六

受
験
手
数
料

七
千
六
百
円
（
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
験
願
書
に
貼
り
付
け
て
納
入
す
る
。
消
印
し
て

は
な
ら
な
い
。
）

七

そ
の
他

受
験
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
各
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
で

配
布
す
る
。

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
返
送
先
を
明
記
し
、
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
り
付
け
た
返
信
用

封
筒
を
同
封
し
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
に
郵
送
す
る
こ
と
。

出
願
者
に
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
か
ら
受
験
票
を
送
付
す
る
。

公

安

委

員

会

委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
停
止
処
分
者
講
習
の
項
第
三
号
ロ
中
「
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
一
号
」
を
「
法

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
表
指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習
（
教
習
指
導

員
）
の
項
第
二
号
ハ
中
「
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
一
号
」
を
「
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第

十
二
号
」
に
改
め
、
同
表
指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習
（
副
管
理
者
）
の
項
第
二
号
ロ
中
「
第
八

号
か
ら
第
十
一
号
」
を
「
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
表
高
齢
者

講
習
、
特
定
失
効
者
講
習
（
七
十
歳
以
上
）
又
は
特
定
取
消
処
分
者
講
習
（
七
十
歳
以
上
）
の
項
第

三
号
ロ
中
「
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
一
号
」
を
「
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
二
号
」
に

改
め
、
同
表
違
反
者
講
習
の
項
第
三
号
ロ
中
「
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
一
号
」
を
「
法
第
百

十
七
条
の
二
の
二
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
表
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
（
簡
易
講
習
（
七
十
五
歳
未

満
）
）
、
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
（
簡
易
講
習
（
七
十
五
歳
以
上
）
）
、
特
定
任
意
高
齢
者
講
習

（
シ
ニ
ア
運
転
者
講
習
（
七
十
五
歳
未
満
）
）
又
は
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
（
シ
ニ
ア
運
転
者
講
習

（
七
十
五
歳
以
上
）
）
の
項
第
三
号
ロ
中
「
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
一
号
」
を
「
法
第
百
十

七
条
の
二
の
二
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
九
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
新
規
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
新
規
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

令
和
二
年
十
月
十
九
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
五
十
五
分
ま
で
（
予
定
）

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館
（
予
定
）

四

受
講
定
員

八
人
（
予
定
）

五

受
講
対
象
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
当
該
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）
の

区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者
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２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明

書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の

交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

㈠

受
付
期
間

令
和
二
年
九
月
十
四
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
）
ま
で
の
間
（
予
定
）

㈡

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

㈢

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書
（
申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
一
通
に
、
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を

疎
明
す
る
次
の
書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

㈠

五
の
１
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び
履
歴
書

㈡

五
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
格
証
明
書
の
写
し

㈢

五
の
３
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

㈣

五
の
４
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
一
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
の
合
格
証
の
写
し

㈤

五
の
５
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
二
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
三
万
八
千
円
分
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す

る
こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

講
習
受
講
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講

習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」
と
い
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う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」

と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
当
該
資
格
者
証
等
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
以
外

の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
講
習
。
以
下
「
追
加
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
の
で
、
講
習
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
追
加
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
五
十
五
分
ま
で
（
予
定
）

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館
（
予
定
）

四

受
講
定
員

六
人
（
予
定
）

五

受
講
対
象
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
当
該
警
備
業
務
」
と
い

う
。
）
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
か

つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三

年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明

書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の

交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

㈠

受
付
期
間

令
和
二
年
九
月
十
五
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
）
ま
で
の
間
（
予
定
）

㈡

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

㈢

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書
（
申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
一
通
及
び
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
業

務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
写
し
に
、
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の

書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

㈠

五
の
１
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び
履
歴
書

㈡

五
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
格
証
明
書
の
写
し

㈢

五
の
３
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

㈣

五
の
４
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
一
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
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限
る
。
）
の
合
格
証
の
写
し

㈤

五
の
５
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
二
級
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
一
万
四
千
円
分
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す

る
こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

講
習
受
講
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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島
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目
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号
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式
会
社
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月
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水
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